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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンカー器具を患者の組織内へ送達するために管腔内的に進入可能な器具を装備するた
めの医療用キットであり、前記管腔内的に進入可能な器具は、当該管腔内的に進入可能な
器具の軸線と平行に延びる操作チャネルを有し且つ該操作チャネルを通して吸引力を伝え
るようにされており、
　近位部分と遠位部分とを有し、前記近位部分は前記管腔内的に進入可能な器具の遠位端
に同心状に接続されるようになされ、前記遠位部分は前記操作チャネルから吸引力を受け
て患者の組織を該遠位部分内へ引き込むようになされた円筒部材であって、当該円筒部材
の遠位部分の軸線が前記近位部分の軸線に対してオフセット角度をなすようにされている
、円筒部材と、
　前記操作チャネルを通して送達し前記円筒部分内へ引き込まれた患者の組織内に埋め込
むことができるアンカー器具と、
　を備えている医療用キット。
【請求項２】
　前記アンカー器具が、アンカー本体部を有し、該アンカー本体部から繋ぎ紐が延びてい
る、請求項１に記載の医療用キット。
【請求項３】
　前記繋ぎ紐は縫合糸材料からなる、請求項２に記載の医療用キット。
【請求項４】
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　前記アンカー器具は可撓性の材料からなる、請求項１に記載の医療用キット。
【請求項５】
　前記アンカー器具はＴ型アンカーである、請求項１に記載の医療用キット。
【請求項６】
　前記管腔内的に進入可能な器具及び前記円筒部材は、前記円筒部分内に管腔壁を引き込
んで偽ポリープを作り、前記アンカー器具を管腔外面から突出しないようにして管腔面か
ら管腔外面へ向かう方向で該偽ポリープ内へ挿入し、管腔面と管腔外面との間の管腔壁内
にアンカー器具を埋め込むようにされている請求項１に記載の医療用キット。
【請求項７】
　前記管腔内的に進入可能な器具が内視鏡である請求項１に記載の医療用キット。
【請求項８】
　前記円筒状部材内に引き込まれる患者の組織が消化管の組織とされる請求項１に記載の
医療用キット。
【請求項９】
　前記円筒状部材内に引き込まれる患者の組織が粘膜層又は粘膜下組織層である請求項８
に記載の医療用キット。
【請求項１０】
　　前記アンカー器具を送達するための針を有する請求項１に記載の医療用キット。
【請求項１１】
　前記円筒状部材が前記管腔内的に進入可能な器具に取り付けられた状態おいて、前記針
は、前記円筒部材よりも遠位方向に延びないようにされている請求項１０に記載の医療用
キット。
【請求項１２】
　前記管腔内的に進入可能な器具は２つ以上の操作チャネルを有する請求項１に記載の医
療用キット。
【請求項１３】
　前記管腔内的に進入可能な器具の前記操作チャネルが前記管腔内的に進入可能な器具の
中心からずれている請求項１に記載の医療用キット。
【請求項１４】
　当該医療用キットの使用に関する指示を含む請求項１に記載の医療用キット。
【請求項１５】
　前記オフセット角度が１度～４５度とされている請求項１に記載の医療用キット。
【請求項１６】
　前記オフセット角度が３度～１５度とされている請求項１５に記載の医療用キット。
【請求項１７】
　前記オフセット角度が１０度とされている請求項１５に記載の医療用キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療技術に関し、具体的な態様においては、アンカー器具を、体内通路の壁内
へ送達するための方法及び装置に関する。
（関連出願）
　この特許出願は、２００７年１２月５日に出願された米国仮特許出願第６０／９９２，
５０８号の優先権を主張しており、該米国仮特許出願は、その全体が本明細書に組み込ま
れている。
【背景技術】
【０００２】
　更なる背景として、アンカー器具例えばＴ字型アンカーは、中空の器官又はその他の体
構造の壁内へ、種々の理由により送達される。アンカー器具は、体内の別の対象物例えば
別のアンカー器具又は限定的ではないが人工ストマー器具、胃腸バイパススリーブ器具若
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しくは取り付け用カフを固定し又は少なくとも固定する補助とするために使用される。更
に又は代替的に、アンカー器具は、体内通路の壁の穴を閉じるため又は別の場合には壁の
部分同士を結合させようとして体内通路内に配置されてもよい。
【０００３】
　穴は体内通路内の壁に種々の理由例えば疾患又は意図的な若しくは反意図的な外傷の結
果として存在するかもしれない。幾つかの医療処置を行う際には、穴は、例えば体管腔内
から管腔の壁を越えて生じる体の部分へのアクセスを提供するために意図的に形成される
。この種の処置としては、ＮＯＴＥＳ（経管腔的内視鏡手術）がある。ＮＯＴＥＳの際に
は、可撓性の内視鏡又はその他の類似した器具が、元から存在する開口部を通した内臓切
開部アクセスを形成するために使用されて、腹腔内への進入がなされ、腹腔内では、種々
の医療処置、限定的ではないが、診断診査、胃腸バイパス、肝生検、卵巣摘除術、胆嚢摘
出術、虫垂切除術、脾臓除去術及び卵管結紮術を行うことができる。介入の後に、内視鏡
は開口部から引き出され、開口部は閉じられる。
【０００４】
　腹腔への最少侵襲性アクセスは、医療分野において種々の診断及び治療目的のために必
要とされるけれども、最近までは、このような腹腔へのアクセスは十分な露出を提供する
ために正規の開腹術を必要としてきた。ＮＯＴＥＳは、他のタイプの手術に対する代替的
な手術又は補足手術を提供することができる。この手術は、腹部の病変を診断し且つ治療
するための腹部切開及び内視鏡技術と腹腔鏡技術とを組み合わせることによる切開に関連
する複雑さを排除する。切開に関連する一般的な合併症、例えば傷感染、切開ヘルニア、
術後疼痛、美的軽視及び癒着が、ＮＯＴＥＳによって最少化され又は排除され得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　アンカー器具及びその他の類似の対象物を体内通路の壁内へ送達するために、改良され
且つ／又は代替的な方法及び装置が依然として必要とされている。本発明はこれらの必要
性に対処している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ある種の態様においては、アンカー器具を患者の組織内へ送達するための独
特の方法及び器具を提供する。一つの例示的な方法は、アンカー器具を、管腔面と管腔外
面とを有している消化管の壁内へ送達することを含んでいる。この方法においては、アン
カー器具が準備され、次いで、管腔面から管腔外面へ向かう方向で壁内へ挿入される。こ
の挿入は、アンカーが管腔外面から突出しないようにしてなされ、管腔面と管腔外面との
間の壁構造内にアンカー器具が埋め込まれるようにする。
【０００７】
　本発明の別の実施例は、アンカー器具を体内通路の壁内へ送達するための医療装置を提
供している。この医療装置は、管腔内的に進入させることができる器具（ｅｎｄｏｌｕｍ
ｉｎａｌｌｙ　ａｄｖａｎｃｅａｂｌｅ　ｄｅｖｉｃｅ）を備えており、該装置は、吸引
力を体内通路の管腔面にかけて内側へ変位せしめたある体積の組織を提供する構造とされ
ている。更に該装置はアンカー器具を備えており、該アンカー器具は、管腔内的に進入さ
せることができる器具と協働することができ且つ前記の内方へ変位せしめられた体積の組
織内へと送達させることができる。
【０００８】
　本発明の別の実施例は、管腔内的に進入させることができる器具例えばアンカー器具を
患者の組織内へ送達するための内視鏡を装備するための医療キットを提供している。この
管腔内的に進入させることができる器具は、操作チャネルを備えており且つ吸引力を操作
チャネルの遠位端に又はその近くに設けられている開口部を通して伝える構造とされてい
る。このキットは、受け入れのための円筒部材を、管腔内的に進入させることができる器
具の遠位端上に備えている。該円筒部材は、吸引力を操作チャネルから受け入れて患者の
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組織を円筒部材内へ引き込む構造とされている。このキットは更にアンカー器具を備えて
おり、該アンカー器具は、作業チャネルを通して送達可能であり且つ円筒部材内へ引き込
まれる患者の組織内へ埋め込むことができる。ある種の実施例においては、円筒部材は改
造された円筒部材であり、近位部分と、該近位部分からオフセット角度で延びている遠位
部分とを備えている。このような改造された円筒部材は、内視鏡又はその他の管腔内的に
進入させることができる器具であって該進入させることができる器具の本体と整合してい
る近位部分を備えた器具の端部に取り付けることができる構造とすることができる。この
形態では、遠位の円筒部材部分は、進入させることができる器具の遠位本体に対してある
オフセット角度で配置されている。
【０００９】
　別の実施例においては、本発明は、アンカー器具を体内通路の壁内へ送達するための方
法を提供している。一つのステップにおいて、吸引力が体内通路の壁の管腔面にかけられ
、体内通路の壁においては、このようにする際に壁の一部分が体内通路の内側領域に向か
って変位せしめられる。別のステップにおいて、アンカー器具は、変位せしめられた壁部
分の管腔面及び体内通路の壁の少なくとも一部分内を通過せしめられる。
【００１０】
　本発明の一つの態様によって、アンカー器具を体内通路の壁内へ送達する方法が提供さ
れる。この方法においては、アンカー器具と組織変位器具とが準備される。一つのステッ
プにおいて、体内通路の壁は、組織変位器具によって操作されて壁が体内通路の内側領域
に向かって変位せしめられる。この操作は、体内通路の壁を貫通することなく行われる。
別のステップにおいて、アンカー器具は管腔面及び体内通路の壁の少なくとも一部分を貫
通せしめられる。
【００１１】
　本発明の別の態様に従って、アンカー器具を体内通路の壁内へ送達する方法が提供され
る。この方法は、アンカー器具と管腔内的に進入させることができる器具であって組織受
け入れチャンバを備えている器具とを準備するステップを含んでいる。一つのステップに
おいては、ある体積の組織が組織受け入れチャンバ内に収容される。別のステップにおい
て、アンカー器具が前記体積の組織内へ挿入される。
【００１２】
　本発明の更に別の実施例は、アンカー器具を体内通路の壁内に送達するための方法を提
供している。一つのステップは、アンカー器具を準備することを含んでいる。別のステッ
プにおいて、力が体内通路の壁の管腔面にかけられ、該管腔面においては、このようにす
る際に壁が体内通路の内側領域に向かって変位せしめられる。別のステップにおいては、
アンカー器具は、管腔面を貫通して体内通路の壁の管腔外面に向かって貫通せしめられる
。この貫通は、アンカー器具が管腔外面から突き出ないようにして行われ、管腔面と管腔
外面との間にアンカー器具が埋め込まれる。
【００１３】
　本発明のその他の目的、実施例、形態、特徴、利点、態様及び利益は、詳細な説明及び
明細書に含まれる図面から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】消化管の壁の断面図である。
【図２】一つの例示的な本発明の方法のステップと本発明の器具と装置の構成要素を示す
。
【図３】一つの例示的な本発明の方法のステップと本発明の器具と装置の構成要素を示す
。
【図４】体内の壁内に埋め込まれ且つ壁内の切開部又はその他の穴を閉じるために有用な
複数のアンカーを示す。
【図５】図５は、本発明の例示的な円筒部材用具の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　本発明は、本発明の原理の理解を促進する目的で多くの異なる形態により具体化するこ
とができるけれども、ここでは、図面に図示されている実施例を参照し、特有の用語が実
施例を説明するために使用されている。しかしながら、それにより、本発明の範囲を限定
することは意図していないことは理解できるであろう。ここに説明された実施例の代替例
及び更なる改造及び本発明の原理の更に別の用途は、本発明に関する技術分野の当業者が
通常想定できるものと予想される。
【００１６】
　上記したように、ある種の態様において、本発明は、アンカー器具を体組織の壁内へ送
達するための独特の方法及び装置を提供している。例示的には、幾つかの本発明による方
法は、１以上のアンカー器具を壁の管腔面から管腔外面へ向かう方向で器官の壁内へ挿入
するステップを含んでいる。幾つかの例においては、器具をこのようにして挿入するステ
ップは、該器具が壁の管腔外面から突き出ないようにして行われ、一方で壁の管腔面と管
腔外面との間に器具の少なくとも一部分を埋め込ませる。更に、これらの及びその他の本
発明の方法においては、アンカー器具を体内通路の壁内へ送達するステップは、該器具を
壁内へ配置する前、最中及び／又は後に、壁をある方法で操作するステップを含み得る。
この点に関して、種々の形態の操作が考えられる。例示的には、所望の操作としては、壁
の組織をアンカー器具を挿入する前に再配置するか、さもなければ壁の組織を変位させる
ステップがあり得る。幾つかの好ましい実施例においては、器官の壁の一部分は、アンカ
ー器具が強制的に挿入される方向と反対の方向例えば器官の内側領域に向かってある程度
まで（例えば、吸引力及び／又は他の力を使用して）押し込まれ、その後に、アンカー器
具が壁のこの部分内へ送達される。アンカー器具が変位せしめられた器官の壁組織内へ壁
の管腔面から管腔外面に向かう方向で挿入される例においては、この挿入は、器具が管腔
外面から突き出るようにして行っても良いし又はそうでなくても良い。
【００１７】
　アンカー器具は、本発明に従って種々の体構造内へ送達させることができる。これらの
構造は、幾つかの好ましい実施例においては、中空の器官又はその他の体内通路の壁であ
る。この種の壁は、典型的には、粘膜又は粘膜のような組織からなる管腔面と漿膜組織か
らなる管腔外面とを有している。消化管の壁は、本発明のある種の実施例による１つ以上
のアンカー器具を埋め込むのに適した部位を提供する。図１を参照すると消化管の壁の一
部分が示されており、粘膜層２０、粘膜下組織層２１、筋肉層２２及び外膜又は漿膜層２
３が示されている。この点に関して、壁は、管腔面２５と管腔外面２６とを有していると
考えられる。
【００１８】
　アンカー器具が本発明に従って体内通路の壁内へ送達されると、該アンカー器具は、壁
内又は壁に沿った任意の適切な位置に配置させることができる。従って、アンカー器具は
、消化管の壁に沿った種々の位置、例えば食道、胃及び／又は腸管などの領域内に配置す
ることができる。同様に、アンカー器具を壁内に配置するときに、壁内の種々の深さに配
置することができる。以下において更に詳細に説明するように、アンカー器具は、送達時
、体内通路の壁内に全体を配置することができ又は別の方法として壁を越えて管腔方向及
び／又は管腔外方向に伸長している部分を有することができる。
【００１９】
　本発明の態様に従って使用されるアンカー器具は、体内でのある種の固定又は保持機能
を提供するための構造とされており、それらは、例えば体内の所望の位置に組織を固定す
るか又はさもなければ保持し且つ／又は限定的ではないが別の保持器具又はアンカー器具
（例えば、縫合糸）、管腔胃腸器具例えば人工ストマー器、胃腸バイパススリーブ器具又
は取り付け用カフ等のような別の物体を体内に固定するかさもなければ保持するためのも
のであろう。。例えば、アンカー器具は、体内の部位へ送達できるようにし、次いでひと
たびこの部位に達すると該器具をこの部位から除去するかなりの力がかけられたときでさ
えその位置に維持するのに概して有効とすることができる。
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【００２０】
　幾つかの好ましい実施例においては、アンカー器具は、体内通路の組織に直接に又は間
接的に接触して、アンカー器具を壁内及び／又は壁の近くの所望の位置に維持するか又は
少なくとも維持する補助とするための少なくとも１つの固定面を備えている。固定面は、
種々の形態の形状及び構造とすることができ、かかる形状及び構造としては例えば平面状
の且つ／又は非平面状の面部分がある。幾つかの実施例においては、固定面は、丸いか又
は別の場合には曲線状の構造を有している。
【００２１】
　本発明の幾つかの態様において有用なアンカー器具は、アンカー器具を患者の組織及び
／又は体内の別の対象物又は部材に固定するか又はさもなければ結合するのに有用な１つ
以上の構造を組み込んでいる。このような構成要素は、上記したような固定面を備えるこ
とができる。幾つかの好ましい実施例においては、この種の構造は、ステム又はその他の
細長要素であってアンカー器具の他の部分から概して離れる方向に伸長している部材であ
る。ステム又はその他の類似の構造は、種々の対象物又は部材のうちのいずれか、例えば
限定的ではないが単一ストランド又はマルチストランドのフィラメント又はその他の材料
例えば縫合糸によって構成することができる。該材料の特性のうちの１つ以上、例えばこ
れに限定されないが、その重量、耐久性、可撓性等を利用するために、特別な材料が選択
され得る。例示的なものとして、アンカー器具又はその選択された部分（例えばステム部
分）はある程度の可撓性を呈することができる。この点に関して、アンカー器具の部分は
、剛性なものとするか、展性なものとするか、半剛性なものとするか、半展性なものとす
るか又は可撓性なものとすることができる。
【００２２】
　アンカー器具の細長要素及びその他の部分は、単一のユニットとして結合させて形成す
ることができ、又は別の方法として、細長要素は、別個に形成し、次いでアンカー器具の
別の部分と、例えば接着、溶接、機械的留め具、及び／又はその他のあらゆる適切な結合
手段によって結合しても良い。幾つかの好ましい形態においては、アンカー器具は固定面
を備えており、該固定面は、細長要素、（例えば、縫合糸、ステープル、ステム、リベッ
ト等）の長手方向軸線に対して概して横切る方向に延びており、該細長要素は固定面から
概して離れる方向に延びている。
【００２３】
　幾つかの態様においては、アンカー器具は、配置過程において固定目的で患者の組織に
接触するために使用できる表面領域をもたらすか又は増大させることができるように配備
される。幾つかの実施例においては、この増大は、例えば、器具がヒンジ止めされた構成
部材を採用している場合には１つ以上の器具部分を装置の他の部分に対して移動させるこ
とを含んでおり、又はそうでない場合には１つ以上の器具部分（例えば固定面）を再配置
することを含んでいる。この種の構造は、器具が、送達目的（配備用の針又はその他の送
達器具カニューレを通して配備及び／又は管組織又はその他の穴等を通して移動）のため
に、挿入方向に比較的低い高さを有するようにさせることができる。例示的には、アンカ
ー器具例えばＴ型アンカーは、第一の向きであって器具が患者組織の狭い管組織内を通る
のを可能にする向きと、第二の向きであってアンカー器具が管組織内を通って戻るのを阻
止する向きとに変更可能な固定面を含むことができる。このような面は、例えば、固定面
を枢動させることによって種々の方法で再配置せしめられるか又は再配置させられること
ができる。
【００２４】
　アンカー器具がある体積の組織内へ挿入されるか又はさもなければ送達される方法は、
本発明に従って変更することができる。幾つかの実施例においては、例えばアンカー器具
は、針、カニューレ又はその他の適切な送達器具を使用してある体積の組織内へ送達され
、例えばアンカー器具の全て又は一部が、針内の穴、ルーメン、凹んだ領域又はその他の
空き空間に配置される状態とされる。本発明の比較的広い観点においては必要ではないけ
れども、例えばアンカー器具は、送達器具内に、例えば解放可能な形態で、直接又は間接
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的に受け入れられるか又は取り付けられる。幾つかの例においては、アンカー器具は、送
達針の内側カニューレ内又は組織内へ送達するための他の器具内に坦持されるようになさ
れている。これらの及びその他の送達器具によって補助される送達は、アンカー器具を組
織内へ押し込み且つ／又は組織内から引っ張ることを含み得る。アンカー器具が繋ぎ紐又
はその他の細長要素（例えば、縫合糸）を組み込んでいる例においては、この部材は、ア
ンカー器具を送達するために使用されている針又はその他の器具に沿って伸長することが
でき、又は代替的には、繋ぎ紐の全て又は一部分は、（例えば、針内の中心カニューレ内
を伸長している）針内に位置することができる。
【００２５】
　本発明の幾つかの態様には、体内通路の壁の向き又は配置を、アンカー器具を壁内へ送
達することの一部として操作することが含まれる。このような操作は、幾つかの実施例に
おいては、意図されていない傷を壁の近くの体の他の部分に生じさせる恐れを低くするの
に有効である。この種の操作としては、例えば、通路の壁を、アンカー器具を挿入するた
めに使用される力の方向とほぼ反対の方向へ付勢すること及び／又は壁の一部分が概して
管腔の内側領域に向かって動くようにさせることを含んでいる。このようにして壁を動か
し又は変位させることは、種々の形態例えば本明細書の別の場所に記載されているように
種々の形態の力を壁にかけることによって達成することができる。一つの方法としては、
機械的及び／又は非機械的な力を壁にかけることがある。操作が行われるべきときには、
操作は、典型的には、アンカー器具が壁内へ入る前に開始され、次いで挿入過程中に亘っ
て維持されるけれども、他の適当な時及び操作期間も本発明の範囲内のものと考えられる
。本明細書の別の場所で説明されているように、これらの及びその他の本発明による装置
及び方法には、適当な直接的又は間接的な（例えば、撮像による）視認化手段を（又は、
その視認化手段と関連させて使用できる他の方法で）備えた管状の外科アクセス器具が含
まれる。
【００２６】
　ある種の好ましい実施例においては、体管腔の壁の一部分を（例えば、管腔の内側領域
に向かって）変位させることには、壁の管腔面に吸引力をかけることが含まれる。吸引力
を利用している本発明による装置及び方法は、周囲組織に対して加える損傷が出来る限り
少ないことが望ましい状況において特に有用である。本発明の幾つかの態様においては、
器官の壁の一部分は、壁の管腔面に吸引力をかけることによってある程度内方へ引かれ、
その後、アンカー器具が、この内方へ引っ張られた部分を備えている壁の一つの領域内へ
送達される。体内に吸引力をかけるためには種々の器具を利用することができ、例えば、
この種の器具としては、中空の管状器具であって真空源がその近位端に結合されている管
状器具がある。本発明の比較的広い態様にとっては必要ではないけれども、この点に関し
て内視鏡器具及び技術を採用して、目標とされている組織を変位させて本発明、例えばア
ンカー器具が壁の管腔外面から突き出て周囲の体構造を損傷させる恐れを防止するか又は
少なくとも最小化すること、によってアンカー器具を１つ以上受け入れることができるよ
うにしている。
【００２７】
　本発明のある種の態様としては、体内通路の壁の組織を変位させるのに有効である一方
で、ある体積の変位せしめられた組織（例えば、粘膜及び粘膜下組織）を受け入れること
ができるチャンバ又はその他の空間を付加的に提供する器具がある。このように使用され
る本発明による装置及び方法は、変位されるべき組織に吸引力をかけることを含んでいて
も含んでいなくても良い。更に又は代替的に、組織は、器具内のチャンバ若しくはその他
の空間内へ機械的に引っ張り込むか又はさもなければ引き入れることができる。
【００２８】
　幾つかの好ましい実施例においては、円筒部材又はその他の同様の器具構成部品、例え
ば組織結紮処置において使用されることが多いものを、内視鏡の端部に固定することがで
き、ある量の組織を円筒部材内へ引き込むために吸引力を使用することができる。幾つか
の形態においては、このような器具にはまた、針又はその他の適当な送達器具も備えられ
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、これは、器具（例えば、内視鏡）の操作チャネルを通して受け入れられ且つ１つ以上の
アンカー器具をチャンバを通して且つ変位せしめられたある体積の組織内へ送達するのに
有効であるが、内視鏡とは別個に且つ／又は内視鏡の外側から通される送達器具も同様に
採用することができる。
【００２９】
　本発明の実施例であって、体内通路壁の組織を円筒部材又はこのような組織を受け入れ
るように指定されている他の類似の空間内に受け入れること及びアンカー器具を組織内へ
送達することを含んでいる実施例においては、極めて正確で且つ制御された送達結果をも
たらすことができる。ある種の実施例においては、円筒部材の内側に目盛が設けられてお
り、この目盛は内視鏡医に見えて、捕捉された組織の量を判定することができる。このよ
うにして、内視鏡医は、アンカー器具が組織の壁内へと移動する深さを判断することがで
きる。
【００３０】
　図２を参照すると、吸引力を使用して患者の組織を変位させる本発明による装置３０が
示されている。装置３０は、管腔内的に進入させることができる器具例えば内視鏡３１及
び内視鏡３１の遠位端に配置された円筒部材用具３２を備えている。図２に示されている
ような円筒部材は、内視鏡３１に対して好ましい角度での組織の捕捉及び提供を補助する
ことができるが、種々の他の傾斜させた或いは傾斜させていない円筒部材も同様に使用す
ることができることがわかるであろう。更に図５をも参照すると、円筒部材３２は、第一
の部分３３と第二の部分３４とを備えており、部分３４の長手軸線Ａ１は、部分３３の長
手軸線Ａ２に対してオフセット角“θ”にある。オフセット角θは、例えば約１度～約４
５度の範囲、より典型的には約３度～約１５度の範囲の如何なる適切な角度としても良い
。一つの好ましい実施例においては、オフセット角θは約１０度である。このようにして
、可撓性のハブ３５を使用して、円筒部材３２の近位の開口端部４６は、内視鏡３１の遠
位の端部上に取り付けることができ、部分３４の長手軸線Ａ１は内視鏡の遠位端の長手軸
線とほぼ一致し、次いで遠位部分３３の長手軸線Ａ２は、近位の円筒状部分３４の軸線Ａ
１と内視鏡３１の遠位端によって規定されている長手軸線との両方からあるオフセット角
で位置する。従って、円筒状部分３３の軸線Ａ２は、内視鏡の遠位端の軸線に対して（及
び操作チャネルの遠位端の軸線に対して）あるオフセット角にあり得、該角度は上記の角
度θに対して付与された値と等しい。以下において更に詳細に説明するように、これは、
円筒部材３２の内側領域３６内へ引き込まれた組織に外科的にアクセスする際に有利なア
クセス角を容易にすることができる。
【００３１】
　幾つかの本発明による方法においては、円筒部材の遠位端４５は傾斜させることができ
、円筒部材３２の遠位開口部４４は、図１に示されているような体内通路の壁の管腔面に
当接させ又はその近くに配置させることができ、吸引力を円筒部材３２内にかけて壁の一
部分が円筒部材３２の遠位開口端部内へ引き込まれるようにすることができる。ある種の
実施例においては、捕捉される組織は粘膜及び粘膜下組織であり、筋肉組織は円筒部材３
１の遠位端に又はその近くに配置されている。限定的ではないが、円筒部材のサイズ、吸
引力の大きさ、吸引される組織の特性などが含まれる多数のファクタに依存して、円筒部
材内に受け入れられる組織の量及びタイプは変わり得る。アンカー器具は、ある体積の捕
捉された組織、例えば図２に示されている組織の中へ（及び少なくとも部分的には該組織
を通過させて）送達することができる。例示的には、１つ以上のアンカー器具を、例えば
針又は類似の送達器具に補助されて内視鏡の作業チャネル内を貫通させ且つ捕捉された組
織内へ押し込むことができるが、アンカー器具を変位せしめられた組織内へ直接又は間接
的に押し込むあらゆる適当な方法、例えばばね付勢された機構又は圧搾空気印加機構を使
用することができる。
【００３２】
　図２はまた、Ｔ型アンカー送達アセンブリを備えた内視鏡３１及び円筒部材３２の組み
合わせをも図示している。このＴ型アンカー器具アセンブリはカニューレを挿入した針３
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７を備えており、このカニューレを挿入した針３７はＴ型アンカー器具の端部部材３８を
備えており、端部部材３８はそのカニューレの遠位部分内に受け入れられている。針３７
は、カテーテル又はシース３９内を貫通するように受け入れられている。Ｔ型アンカー器
具の縫合糸４０は、図示されているように、針３７から出てシース３９の外面に沿って延
びている。縫合糸４０は、端部部材３８に取り付けられ且つ端部部材３８が体内に埋め込
まれると内視鏡３１を通して望ましくは体の外部位置へと戻るように延びている。押し込
み棒３８Ａが針３７のカニューレ内に配置されており且つその内部を摺動して端部部材３
８を押し込み且つこの処置における適当な時点で端部部材３８を針３７から配備させるこ
とができる。
【００３３】
　Ｔ型アンカー送達アセンブリは、内視鏡３１の操作チャネル４１を通して導入される。
操作チャネル４１は真空源と流体連通している。内視鏡３１は、従来どおりのように、そ
こを貫通する他のチャネル４２及び４３を備えていてもよく、例えば、光ファイバー若し
くはその他の照明器具を進入させ、ビデオカメラ及び該ビデオカメラに対する電源の給送
部材及び／又は該ビデオカメラからの信号の給送部材を進入させ又は保持し、又は内視鏡
３１のためのその他の機能を提供している。
【００３４】
　図２及び３は、ともに、結合Ｔ型アンカー送達アセンブリを備えた装置３０を使用して
Ｔ型アンカーを患者の組織内へ挿入することができる方法を示している。図２に示されて
いる一つの作動モードにおいては、針３７は、円筒部材３２内でその遠位端へと進めるら
れ得るがその遠位端を越えていない。この過程は内視鏡によって見えるようにされ得る。
図示されているように、遠位の円筒部材部分３３が内視鏡３１に対してあるオフセット角
度にあり且つ内視鏡が中心からずれて配置されている作業チャネル４１を有している状態
で、円筒部材３２は、操作チャネル４１から出て行く針３７又はその他の器具が円筒部材
３２内を遠位方向へ進入せしめられるにつれて部分３３の側壁により近い位置から部分３
３内のより中心位置へと伸長するように内視鏡３１上に配置させることができる。図示さ
れている実施例においては、このことは、遠位の円筒部材部分３３の長手軸線Ａ２が作業
チャネル４１の最も遠位部分の長手軸線と交差し且つ該交差が内視鏡３１の遠位端より遠
位側の位置において生じるように円筒部材３２を位置決めすることによって達成すること
ができる。次いで、作業チャネル４１を通して吸引力をかけて患者の組織を円筒部材３２
の内側領域３６内へ引き込む。このようにする際に、針３７は、組織が円筒部材３２の内
側領域３６内に引き込まれるときにこの組織を貫通せしめられる。ある種の実施例におい
ては、円筒部材内へ引き込まれた組織は、胃壁全体又は別の消化壁構造を含んでおらず、
従って、針３７は壁を部分的にのみ貫通する。この点に関して、針は粘膜２０及び粘膜下
組織２１を貫通することができるが、粘膜下組織の下に位置している筋肉組織２２を貫通
することはできない。このような処置は、Ｔ型アンカー器具の端部部材３８を概して粘膜
下組織２１の下方に埋め込むことを可能にするが、筋肉組織２２を越えて埋め込むことは
可能にしない。針が壁を所望の深さまで貫入している状態で、押し込み棒３８Ａが、端部
部材３８を針３７から配備させるために使用される。図示されているように、ある種の実
施例においては、端部部材３８は、壁内の粘膜下組織２１の中又は真下に固定される。こ
のような埋め込まれたＴ型アンカー器具は、丈夫な固定機能を呈し、該機能は、縫合、整
復及びその他を含む種々の組織の操作をするのに十分な強さである。Ｔ型アンカー器具の
端部部材３８を配備させた後に、針３７は、チャネル４１を通した吸引を終了し且つ／又
は針３７を円筒部材３２内へと上方へ手で引き抜き且つ最終的にはチャネル４１内へと戻
すことによって、変位せしめられた組織から抜き取ることができる。上記の記載は装置３
０を使用しているＴ型アンカーを埋め込むための一つの方法における各ステップを説明し
ているけれども、他のステップ及び方法もまた本発明に含まれると考えられる。例示的に
は、吸引力をかけて、組織を予め進入せしめられている針３７に当接させ且つ該針を越え
て変位させるのではなく、最初に吸引力をかけて組織を変位させ、次いで、針３７を既に
変位せしめられた組織内へ進入させることができる。これらの動作の組み合わせもまた、
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組織内への針の貫入を行うためにも使用することができる。これらの動作の全てにおける
、一つの動作モードにおいて、針３７の遠位端は、円筒部材３２の遠位端４４と整列させ
た状態とするか又はその近くに維持することができる。このようにして、さらなる保護が
提供され、針３７が外科的な操作を受けている器官又は器官の壁に隣接している組織を不
注意に貫通することを防ぐ。
【００３５】
　針３７のような送達器具は、アンカー部材例えば端部部材３８を組織の壁又はその他の
体組織内に種々の深さまで送達するために使用することができる。従って、アンカー部材
３８は、図３においては粘膜下組織２１と筋肉組織２２との間の移行領域又はその近くに
示されているけれども、該器具は壁内の他の適当な位置へと進入させることができること
がわかるであろう。更に、図３は単一のアンカー器具を送達する送達針３７を示している
けれども、本発明において有用なこの送達器具及びその他の類似の送達器具はあらゆる適
当な数のアンカー器具を配備させるようにすることができ、幾つかの例においては、１～
１０個又はそれ以上のアンカー器具、典型的には２～８個のアンカー器具を収容すること
ができることがわかる。
【００３６】
　埋め込まれたアンカー器具は、一般的にはＴ型タグ、Ｔ型ファスナ、Ｔ型アンカー等と
称される器具と同じか又は類似したものとすることができる。このような器具は、一般的
には、“Ｔ”字形状であり且つ横木部分から伸長している可撓性の繋ぎ紐を備えているも
のとして記載することができる。Ｔ型アンカーが横木部分を有しているときには、この横
木部分は大きさを変えることができ、例えば、約０．４ｍｍ～約４．０ｍｍ、更に典型的
には約１ｍｍ～約２．５ｍｍの範囲内の長さを有することができる。
【００３７】
　上記したように、アンカー器具は、本発明に従って体内通路の壁内の種々の深さに配置
することができる。食道、胃及び腸のような体内通路の管腔壁は、一般的には、粘膜層と
その下に位置している粘膜下結合組織層とを備えており、その次に一般的には筋肉層が続
き、次いで漿膜層が続いている。幾つかの実施例においては、アンカー器具は、該器具の
実質的な部分が、区別がつく漿膜層の管腔側に、或いは幾つかの例においては、体内通路
の壁の区別がつく筋肉層の管腔側にある組織内に位置するように埋め込まれる。本発明の
ある種の態様においては、空き空間が、体内通路の壁内に、アンカー器具の全て又は一部
分を収容できるように形成される。例示的には、流体（例えば、生理食塩水）が組織壁内
に注入されるか又は別の方法で送られて、このような空間が形成される。
【００３８】
　付加的に又は代替的には、アンカー器具の全て又は一部分を配置させることができる空
間を形成しようとして、本明細書に記載されている機械的及び／又は非機械的な力を体内
通路の壁にかけることができる。この種の空間の提供は、体内通路の内側領域に向かって
変位せしめられる組織の量と関連して生じることができる。幾つかの例においては、空間
は、概して粘膜下組織と筋肉組織との間に形成することができる。この点に関して、粘膜
下層間の結合組織は、排他的ではないが特に、組織学的に識別可能な粘膜下層からその下
方に横たわっている筋肉層への移行領域において、ある量の筋肉組織によって交互に挟ま
れていることが多いことが知られている。
【００３９】
　Ｔ型アンカーのようなアンカー器具は、種々の目的で中空器官又はその他の体内通路の
壁内へ送達することができる。アンカー器具は、別の対象物、例えば別のアンカー器具又
は管腔内胃腸器具例えば限定的ではないが人工ストマー器、胃腸バイパススリーブ器具又
は取り付け用カフを、体内に固定するか又は少なくとも固定する助けとするために使用さ
れる場合が多い。付加的に又は代替的に、アンカー器具は、壁内の穴を閉じるか又は壁の
部分同士を相互に固定するために、体内通路の壁内に縫合糸として配置しても良い。例え
ば、一つのアンカー器具を、１つ以上の他のアンカー器具に、例えば１つ以上の縫合糸及
び／又はクリップ等によって結合して、組織の壁の穴を閉じられた状態に保持して穴の閉
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鎖及び治癒を促進し且つ／又は補助することができる。
【００４０】
　本発明の方法及び装置は、体の管腔壁内に生じている切開又はその他の穴を、穴が生じ
た原因にかかわらず且つ穴が管腔の壁内に完全に伸長しているか部分的に伸長しているか
にかかわらず、閉鎖させることに特別な用途が見出される。この種の穴は、例えば、疾患
又は意図的な若しくは意図しない外傷によって生じるかもしれない。幾つかの例において
は、体の管腔内の穴は、アクセスを提供するための管腔内から管腔壁を越えて生じる体の
領域まで形成されてもよい。例示的には、穴は、腹腔領域ヘアクセスするために、胃腸管
、膀胱、結腸、膣等の壁に形成される。従って、内視鏡器具を使用して、管腔（例えば、
胃）の壁を穿刺することができ、内視鏡を腹膜腔内へと進入させて種々の処置を行うこと
ができる。この種々の処置としては限定的ではないが、診断診査、胃バイパス、肝生検、
卵巣摘除術、胆嚢摘除術、虫垂切除術、脾臓除去術及びファロピーオ管結紮がある。診断
が終了した後に、内視鏡は穴を通して体の管腔へ引き戻される。他の元々存在する穴、例
えば、肛門、尿道、鼻又は膣もまた、腹膜腔へのアクセスを許容することができる。本発
明のより広い態様にとっては必要でないけれども、閉じられるべき穴は、ＮＯＳ（開口部
からの手術）又はＮＯＴＥＳ（開口部からの経管的腹腔鏡手術）を行なうために開けられ
てもよい。
【００４１】
　図４は、壁の一部に穴５１を有している組織の壁５０を示している。この種の穴は、種
々の理由、例えば疾患又は意図的な若しくは意図しない外傷の結果として体組織の壁に存
在し得る。例えばＮＯＴＥＳ処置において生じるように、幾つかの医療処置を行う際に、
穴５１のような穴が体内の管腔壁内に意図的に形成される。穴５１を閉じるか又はさもな
ければ穴５１を修正する試みにおいては、本明細書の別の部分に記載されているように、
複数のアンカー器具が壁５０内へ送達され得る。アンカー器具の各々は縫合糸５２を提供
する。体の管腔内へ伸長している縫合糸又はその他の細長要素は、管腔から伸長すること
ができるか又は別の方法としては、例えば結紮、スライドボタン若しくはクリップ又は以
前から存在している終止端部によって終端することができ、その結果体の外部へ引き出す
必要がないようになされている。従って、当業者がわかるように、各縫合糸は、結び付け
られるか又は別の場合には存在する１つ以上の他の縫合糸及び／又は患者の組織に固定さ
れて、穴が修正され、幾つかの場合には実質的に穴が閉じられ得る。この特別な例示的な
実施例は、穴の周りにアンカー器具を配置する一つのパターンが示されている。他の実施
例では、より少ない又はより多い数のアンカー器具及び／又は縫合糸が使用されても良い
。同様に、アンカー器具は、穴及び／又は別のアンカー器具に対して適切である壁内の如
何なる位置に配置しても良い。
【００４２】
　付加的な実施例においては、本発明によってキットが提供され、該キットは、ここに記
載されているアンカー器具を体内通路の壁内へ送達するための機構又は器具と、例えばこ
こに記載されているＮＯＴＥＳを行なう際に、アンカー器具を体内通路の壁内へ送達する
ために該機構又は器具を使用するための指示を含んでいる資料とを備えている。このキッ
トは、該指示と一緒に包装された機構又は器具を、例えば滅菌医療パッケージ内に含むこ
とができる。本発明の関連する実施例には、このような機構または器具を配布する方法又
はさもなければアンカー器具を体内通路の壁内へ送達するためにこのような機構又は器具
を配布し且つアンカー器具を体内通路の壁内へ送達するためにこのような機構又は器具の
使用に関する情報を配布することをも含むビジネスを行なうことが包含されている。この
ような情報には、機構又は器具と一緒に包装されて配布されるか又は別個に配布されて例
えばインターネットのようなグローバルコンピューター通信ネットワークを含む通信ネッ
トワーク上で得ることができる情報又は指示が含まれる。
【００４３】
　本発明はまた、ある種の態様においては一連の医療製品を提供し、本発明の医療製品は
、本発明による１つ以上の器具、装置又はシステムをシールされたパッケージ内に含んで
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いる。本発明の幾つかの形態においては、滅菌医療パッケージ内に包装されている、１つ
以上のアンカー器具例えばここに記載したもののどれかと恐らくは適当な送達装置又はそ
の他の送達器具とを備えている医療製品が提供される。例示的には、このような医療製品
はパッケージを有し、該パケージは、裏打ち層と前方フィルム層とを備え、該前方フィル
ム層は、医療パッケージにおいては一般的である圧力－接着剤からなる境界部によって結
合されており、パッケージの内容物は、裏打ち層と前方フィルム層との間にシールされて
いる。このような医療器具の殺菌は、例えば、放射線、エチレンオキシドガス又はその他
の適切な殺菌技術によって行うことができ、医療パッケージの材料及びその他の特性はそ
れに応じて選択される。
【００４４】
　更に、該パッケージは、パッケージの内容物を、人、機械、コンピュータ及び／又は電
子機器に伝達するための表示を含むことができる。このような表示としては、パッケージ
の内容物に関して、形成されるために使用された材料の大きさ、タイプ及び／又は他の有
用な情報がある。ある種の実施例においては、内容物は、使用のための指示と一緒に、販
売のために包装される。例えば、ある種の好ましい実施例においては、医療製品は、少な
くとも１つのアンカー器具と、滅菌パッケージ内にシールされた送達器具とを備えており
、パッケージは、組織の壁の穴を閉じるのに適した内容物を特定する、目で確認できる表
示を有しており且つ／又はそれ自体が内容物を特定し且つそれらの使用方法に関する情報
を含んでいる印刷物を含むか又はさもなければ関連付けることができる。
【００４５】
　本発明のある種の態様の更なる理解を促進する目的で、以下の試験を提供する。これら
の試験は、例示的なものであることを意図されており、本発明を限定することは意図され
ていない。
【００４６】
例１
　概要：この例においては、卵巣摘除処置を、死んでいる犬と生きている犬（猟犬，体重
２０～３０ｋｇ）に対して、ＮＯＴＥＳ（開口部からの経管的腹腔鏡手術）方法によって
行った。ＮＯＴＥＳ処置において使用された胃内の外科切開部の閉鎖を本発明の方法及び
器具を使用して行った。
【００４７】
　処置：最初にＮＯＴＥＳ処置を４匹の犬の死体に対して行った。胃の内側を検査するた
めにデュアルチャネルの可撓性の内視鏡を使用し、ガイドワイヤ、針状電気メス及びバル
ーン拡張カテーテルを使用して、腹腔へのアクセスを形成した。腹膜腔を空気によって膨
張させ、視認化技術及び位置確認維持技術を施して腹部構造の特定を可能にした。電気焼
灼スネアを卵巣組織の周りに配置し且つ起動させて組織を切断し且つ固くさせた。次いで
、この組織を胃の切開部を通して除去した。次いで、胃切開部を、概して図１～５に記載
されている技術を使用して、該切開部に隣接している胃の壁内に埋め込まれているＴ型フ
ァスナ器具を使用して閉じた。切開部の各側部に２つずつ埋め込まれている４つのＴ型フ
ァスナを使用した。クリップを使用してＴ型ファスナの第一の対向している対からの縫合
ストランドを固定した。別のクリップを同様に使用してＴ型ファスナの第二の対向してい
る対からの２本の縫合ストランドを固定した。このようにして、切開部の両側の首尾良い
付着を行った。
【００４８】
　犬の死体の作業に続いて、同様のＮＯＴＥＳ処置を５匹の生きている犬に対して行なっ
た。麻酔に続いて、内視鏡を通して胃を検査し、可動性の食物粒がないことを確認した。
胃を殺菌水によって清浄になるまで洗浄し、次いで、セファゾリンを（２００ｍｌの通常
の生理的食塩水内に１ｇ）滴下し且つ胃の中に２０分間そのままにしておいた。次いで、
抗生物質溶液を内視鏡を通して吸引した。経口汚染を減らすためにオーバーチューブを使
用した。治療用内視鏡を胃の中へと通した。胃切開部位は、胃瘻管位置決め技術に似た良
好な透視及び押圧によって比較的大きな曲率に出来るだけ近い胃の腹側（前方）面上を選
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択した。
　１８Ｇカテーテルを胃内に挿入し、トロカールジャグワイヤを胃内に挿入し且つ内視鏡
内へ引き込んだ。ガイドワイヤを針尖刃のためのガイドとして使用して初期の胃切開を形
成した。次いで、ガイドワイヤを腹膜腔内へ進入させ且つ結び付けた。次いで、２０ｍｍ
の内視鏡バルーン拡張器をガイドワイヤ上に通して初期の胃切開部を拡張させるために使
用した。内視鏡をバルーンの後方に配置し、内視鏡とバルーンとを胃切開部を通して腹膜
腔の穴内へと通した。内視鏡を通して室内空気によるガス吹き込みを提供して、腹部構造
を見るための光学的空間を形成した。動物を回転させ且つ傾けて卵巣のうちの１つを露出
させた。内視鏡スネアを内視鏡の作業チャネルのうちの１つの中に通し、卵巣を把持し且
つ持ち上げるために使用した。第二の内視鏡把持鉗子を第二の作業チャネル内に挿入し且
つ卵巣を持ち上げ且つループを位置決めする補助とするために使用した。提靭帯、卵巣茎
及びフォローピウス管を特定した。単極電気メスを使用してこれらの構造を固くし且つ切
断した。次いで、この部位の出血について検査した。次いで、卵巣を内視鏡による把持用
鉗子又はスネアによって保持し且つガイドワイヤを定位置に保持しながら内視鏡を取り出
すことによって除去した。内視鏡をガイドワイヤ上に又はガイドワイヤに隣接させて腹膜
腔内へ再度導入した。次いで、動物を反対側へ回転させ、この処置を左側の卵巣に対して
繰り返した。胃切開部を、死体の作業について上記した４つのＴ型ファスナ及び２つの外
科用クリップによって閉じた。手術部位を判定するための手術に続いて、部検判定を１０
日間に亘って行った。この判定によって全ての部位が予期したように治癒したことが実証
された。どの犬にも、腹膜炎又はＴ型ファスナ若しくは閉鎖技術に関連する他の如何なる
合併症の徴候は一つも存在しなかった。
【００４９】
　この研究に使われた動物は、動物福祉法（９ＣＦＲ、第１章および第２章）（Animal W
elfare Act（9CFR，Parts 1&2）及びその改正法の要件に従って処理し且つ保守した。実
験動物の管理と使用に関する指針１９９６年度版（ＮＣＲ、ＩＬＡＲ、および全米科学出
版）（Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 1996 (NCR, ILAR, and Nati
onal Academy Press）)に公布されている基準に合致させることによって遵守した。
【００５０】
　本明細書において引用されている全ての刊行物及び特許出願は、あたかも個々の刊行物
又は特許出願が特別に且つ個々に参考として組み入れるように指示されたかのように、本
明細書に参考として組み入れられる。更に如何なる理論、作動機構、証明又はここに述べ
られている発見は、本発明の理解を更に深めることを意図しており、本発明をこのような
理論、作動機構、証明及び発見に限定することは決して意図されていない。本発明を図面
及び上記の説明において詳細に例示し且つ説明したけれども、これは、例示であり限定的
な性質のものではないと考えられるべきであり、選択された実施例のみが示され且つ説明
されており、本明細書に規定され又は以下の特許請求の範囲に規定されている本発明の精
神に含まれる全ての等価物、変更例及び変形例が保護されることが要求されていると理解
される。
【符号の説明】
【００５１】
２０　粘膜層、
２１　粘膜下組織、
２２　筋肉組織、
２３　外膜又は漿膜層、
２５　管腔面、
２６　管腔外面、
３０　本発明による装置、
３１　内視鏡、
３２　円筒部材用具、円筒部材
３３　円筒部材の第一の部分、
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３４　円筒部材の第二の部分、
Ａ１　部分３４の長手軸線、
Ａ２　部分３３の長手軸線、
３５　ハブ、
３６　円筒状部材の内側領域、
３７　針、
３８　端部部材、
３９　カテーテル又はシース、
４０　縫合糸、
４１　操作チャネル、作業チャネル
４２，４３　他の貫通チャネル、
４４　円筒部材の遠位開口部、
４５　円筒部材の遠位端、
４６　円筒部材の近位の開口端部、
５０　組織の壁、
５１　穴、
５２　縫合糸、

【図１】 【図２】
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